
 

 

 

 

 那須烏山市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「那須烏山市過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に

要する設備を取得、新設、増設した場合は、固定資産税の課税免除が最長３年間受けられます。 

 

１ 対象要件 

（１）対象区域   那須烏山市全域 

（２）事業種別   以下の事業者であって、青色申告をしている個人または法人であること 

             〇製造業  〇旅館業（下宿業を除く）  〇農林水産物等販売業  〇情報サービス業等 

             ※農林水産物販売業とは…地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは

材料として、製造、加工もしくは調理したものを店舗において、主に、地域外のものに販売すること

を目的とする事業（例：観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど） 

 

２ 対象となる資産（償却資産・家屋・土地） 

（１）償却資産…「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの 

（２）家屋…「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分 

（３）土地…対象となる家屋の垂直投影部分（取得の日から１年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る） 

 償却資産 家屋 土地 

製造業 製造の用に供する機械・装

置、構築物 

左記の償却資産を稼働させ

るために必要な建物とその

付属建物 

取得の翌日から起算して１

年以内に対象家屋の新築・

増築工事の着手があった土

地の事業の用に供する部分 旅館業 旅館業の用に供する機械・

装置、構築物 

旅館業の用に供する建物と

その付属建物 

農林水産物等販売業 製造、加工、調理、販売の用

に供する機械・装置、構築物 

左記の償却資産を稼働させ

販売するために必要な建物

とその付属建物 

情報サービス業 情報サービス業等の用に供

する機械・装置、構築物 

左記の償却資産を稼働させ

るために必要な建物とその

付属建物 

那須烏山市過疎地域における 

固定資産税 課税免除のご案内 

 



３ 取得要件 

・租税特別措置法第１２条第４項の表の第１号又は第４５条第３項の表の第１号の規定の適用を受ける設備で

あること。 

・償却資産および家屋の取得価格の合計が下表の取得価格基準を満たすこと。 

対象業種 
資本金の額等 

～5,000 万円 5,000万円超～１億円 １億円超～ 

製造業 500万円 1,000万円※ 2,000万円※ 

旅館業 500万円 1,000万円※ 2,000万円※ 

農林水産物等販売業 500万円 ５００万円※ 

情報サービス業 500万円 ５００万円※ 

  ※資本金額5,000万円超の法人は、「新増設のみ」対象。それ以外の法人等は、取得または製作もしくは建

設（建物等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む）も対象 

 

４ 課税免除を行う期間   

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から３年度分 

 

５ 申請方法 

申請書に必要書類を添付して固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の１月３１日ま

でに申請してください。 

 【必要書類】 

１ 過疎地域における固定資産課税免除申請書 ６ 土地、家屋または償却資産の取得価格及び取得年

月日を証する書類（写し可） ２ 那須烏山市過疎地域における固定資産税の課税免

除チェックシート ７ 【土地の課税免除を受ける場合】 

家屋の敷地である土地の登記事項証明書または、

売買契約書の写し 

３ 履歴事項全部証明書（法人のみ） 

４ 【旅館業のみ】 

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の

規定による旅館業の経営許可を受けたことを証す

る書類の写し 

８ 【家屋の課税免除を受ける場合】 

家屋の平面図、家屋の登記事項証明書または売買

契約書の写し 

５ 特別償却を行っていない場合は、その理由書 ９ 【償却資産の課税免除を受ける場合】 

償却資産の配置図 

  

※（７）～（９）については、１年目の申請時のみ必要となります。 

▶そのほか、市長が必要と認めるものがある場合は、提出を求めることがあります。 

 

【問合】那須烏山市税務課資産税グループ ☎0287-83-1114 FAX0287-83-8677 


